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 決算特別委員会会議録 

 

開会時間 午前１０時０１分  
閉会時間 午後 ２時０９分 

 

日時      平成２９年１１月１６日（木）            

 

場所      委員会室棟大会議室 

 

委員出席者   委 員 長  河西 敏郎 

        副委員長  卯月 政人 

        委  員  前島 茂松   中村 正則   鈴木 幹夫   山田 一功 

桜本 広樹    遠藤  浩   猪股 尚彦   望月 利樹 

上田  仁      土橋  亨   山田 七穂    小越 智子 

 

委員欠席者   宮本 秀憲 

 

説明のため出席した者 

産業労働部長 佐野 宏  産業労働部理事 弦間 正仁   
産業労働部次長 渡邊 和彦  産業労働部次長 飯野 正紀  
産業政策課長 初鹿野 晋一  商業振興金融課長 高野 和摩   
新事業・経営革新支援課長 内藤 裕利  地域産業振興課長 津田 裕美  
企業立地・支援課長 一瀬 富房  労政雇用課長 上野 睦   
産業人材育成課長 細田 孝  
 

農政部長 大熊 規義  農政部理事 相川 勝六  農政部次長 奥秋 浩幸  
農政部技監 渡邊 祥司  農政部技監 土屋 重文  農政部副参事 福嶋 一郎  
農政総務課長 山岸 正宜  農村振興課長 八巻 武正  
果樹・６次産業振興課長 武井 和人  販売・輸出支援室長 草間 聖一  
畜産課長 鎌田 健義  花き農水産課長 原 昌司  農業技術課長 安藤 隆夫  
担い手・農地対策室長 中村 毅  耕地課長 清水 一也  
 

監査委員事務局長 末木 鋼治  監査委員事務局次長 内田 不二夫  
 

警察本部長 青山 彩子  
警務部長 鈴木 康修  刑事部長 細入 浩幸  交通部長 小林 仁志   
警備部長 市川 和彦  生活安全部長 鶴田 孝一  首席監察官 窪田 圭一  
総務室長 清水 順治  警務部参事官 岩柳 治人   
生活安全部参事官 矢崎 正美  刑事部参事官 宮川 俊樹   
交通部参事官 荒居 敏也  警備部参事官 加々美 誠  
会計課長 天野 英知   

 

リニア交通局長 岡 雄二  リニア推進監 細川 淳 

リニア交通局次長 依田 誠二  リニア交通局次長 渡邉 仁   

リニア推進課長 深澤 宏幸  交通政策課長 若尾 哲夫 

 

防災局長 茂手木 正人  防災局次長 笹本 稔  
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防災危機管理課長 小澤 祐樹  消防保安課長 内藤 卓也 

 

議会事務局次長（総務課長事務取扱） 保坂 芳輝 

       

出納局次長（会計課長事務取扱） 中野 修 

 

 

議題   認第１号  平成２８年度山梨県一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定の件 

     認第２号  平成２８年度山梨県公営企業会計決算認定の件 

      

審査の概要    審査の順序は、審査日程表に従い、産業労働部、農政部及び監査委員事務局関

係、警察本部関係、リニア交通局、防災局及び議会事務局関係の順に行うことと

し、認第１号議案について、午前１０時０１分から午前１１時３２分まで産業労

働部、農政部及び監査委員事務局関係、午後１時から午後１時１５分まで警察本

部関係、午後１時２０分から午後２時０９分までリニア交通局、防災局及び議会

事務局関係の総括審査を行った。 

 

 

質 疑 産業労働部・農政部・監査委員事務局関係 

 

（甘草栽培について） 

中村委員   農政部関係で意見書を提出してありますが、前から農政部で課題としてきまし

た薬草の関係の質問をしたいので、主要施策成果説明書の４４ページを見ていた

だきたいと思います。薬草植物については、４年ぐらい前から県で取り組みを始

め、予算化をしてスタートしてきたことは事実であります。あの当時、次長、そ

れから農務事務所担当課長が、ある製薬会社と接しまして、山梨県で漢方の甘草

の栽培に取り組みたいということでその製薬会社に申し入れをしまして、製薬会

社のほうでも、甘草は山梨県の塩山の甘草屋敷が出発だから当然、そのものは山

梨から持ってきた甘草であることは間違いないと。ただ、長年、江戸時代から続

いておった甘草が途中で、どういう状況にせよ中断してしまった。やめてしまっ

た。この原因は何かというと、甘草がウイルスフリーの苗ではなかった。ですか

ら、病原菌が入ってしまうと効能がない、使い物にならないということで、江戸

時代には、塩山を中心として甘草が発展をしてきたのですが、中途でそういう形

になってしまった。ウイルスフリーの苗でないと甘草を植えても漢方としての役

割を果たさないということで、農政部として、薬草の関係で甘草に取り組んでい

きたいということで始めたわけですが、県内の薬草植物の栽培状況はどうなって

いるのかお聞きしたいのですが。よろしくお願いします。  
 
原花き農水産課長 薬用植物の栽培状況でございますが、日本特産農産物協会の薬用植物等の生

産流通実態調査によりますと、山梨県内の主な薬用植物の栽培状況は、ウコンが

大月市で３０アール、ヤーコンが北杜市や鳴沢村で２７アール、それから委員御

指摘の甘草でございますが、甲州市で１５アールなどとなっています。  
 
中村委員   やっているだけじゃだめですよね。甘草をやりたいという気持ちがあったので

あれば、しっかりやらないと。主要施策成果説明書を見たら、こういう形でやり

ますとあって、金額にしたら微々たるものかもしれない。しかし、薬草として甘

草をやりたいということで取り組んできた以上は、農政部も責任を持ってやって

もらわないと、もう塩山のほうでやるからいいやなんていうことじゃないと思う
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んですよ。県として取り組んでいこうということでスタートしたわけですから。

それについてはどういう考え方を持っているの？ 課長。  
 
原花き農水産課長 甘草につきましては、今、委員から御指摘がありました甲州市で、まず栽培

の取り組みをしているところでございます。現在、甘草屋敷周辺で４カ所栽培を

行っておりまして、これについては薬草栽培研究会の中で、県としても助言指導

を行っているところでございます。これまで３回の収穫作業を行っておりますが、

１回目の収穫では薬効成分の基準を満たしているものは３割弱であったという

ことを聞いております。また、除草をはじめもろもろの収穫作業に時間がかかる

という課題もいただいておりますし、それから、薬効成分に満たないものの活用

ということにつきましても検討が必要ということで、課題が明らかになっている

ところでございます。  
  こうしたことを踏まえて、甘草の産地化に向けての研究、特に甘草の苗の増殖

等につきまして、関係機関と連携しつつ研究を進めながら、産地化に向けた取り

組みを今後進めていきたいと考えています。  
 
中村委員   課長ね、普通のものを植えるのとは違うんですよね。甘草を植えたいと、全国

で手を挙げている。耕作放棄対策として甘草を植えて、製品化していきたいと。

今まで甘草は日本じゃつくれなかったんですよ。全部中国から輸入していた。そ

して、我々はそれを薬草として使っていたわけですよ。中国が甘草の輸出を禁止

するということで日本へ入らなくなってしまった。だから新日本製薬が、塩山が

もとである甘草のウイルスフリーの苗を開発したわけですよ。そして、これを全

国の農家の方たちや県が甘草を栽培したいということで始めたわけでしょう。山

梨県もそうじゃないの？ 答えてよ。  
 
原花き農水産課長 甘草につきましては、その原料の８割近くが、今、委員御指摘ありましたよ

うに中国産ということで、依存しているわけでございますが、ここに来てその輸

入の状況などを不安視する声と、国内産の安定生産を望む声が非常に出てきてい

るところでございます。そうしたことを受けて、甘草につきましても産地化に取

り組む動きが出ております。県内でも先行している甲州市の取り組みを見守りな

がら、今後、産地化に向けての課題を整理したうえで、取り組みを進めていきた

いと考えております。  
 
中村委員   もう少し農政部のほうもしっかりしてもらわないと。その製薬会社と山梨県は

甘草の栽培について協定を結んでいると思います。オーナーは山梨県に来て、知

事とも会っているという話です。というのは、甘草屋敷が甘草のもとだから、そ

れだけ向こうは敬意を表してくれる。敬意を表してくれて、山梨県で甘草を栽培

することになったわけですよ。そして、塩山に甘草屋敷があるということで私た

ちがやりますと手を挙げてスタートしたわけでしょう。それで終わりじゃいいよ。

そんな農政部じゃ要らない、はっきり言って。予算化をする必要もないし、やめ

ますとはっきり言ったほうがいい。そうじゃないのかな。相手に傷をつけること

になりますよ。  
  そして、燕市も手を挙げて一生懸命甘草に取り組んで、今、製薬会社と契約を

して、使えないものについては産地の中でいろいろと使っているわけですよ。合

志市もそう。山梨県と同じようにスタートした県がそれだけ取り組んできている

のに、山梨県はなぜ中途半端な形で進んできているのかわからない。だから僕が

聞いているわけですよ。今後やるつもりがあるのか、ないのか。答弁としてはっ

きり課長、言ってくれないかな。  
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原花き農水産課長 薬用植物の産地化につきましては、耕作放棄地対策にもつながるものと考え

ておりまして、今後、進めていくべきものと考えてございます。甘草につきまし

ても、今、お話をされた製薬メーカーとの提携ということで、甲州市も協定を結

び、取り組みを進めているところでございます。こうした取り組みにつきまして

は、国内では幾つかの市町村で甘草の栽培、産地化に向けての事業を進めている

ところでございますが、どこの市町村も今、お話がありましたように、薬効成分

がなかなか出ないということで、まだ生薬としての取り扱いはゼロという話も聞

いています。ただ、非常に需要が見込めるものでございますので、わが県として

も生薬として出せるような薬効成分のある苗が供給できることを含め、今後、産

地化に向けて農政部としても取り組みを進めていきたいと考えています。  
 
中村委員   質問もここまでにしますけど、部長、やっぱりね、相手があるわけですよ。山

梨県と同じようにスタートした燕市にしても合志市にしても、役所がそれぞれ真

剣に取り組んでいる。例えば苗そのもの１００％が薬草として使えるわけじゃな

いんですよ。３割か何割かしか使えない。薬としてはね。しかし、それらの残っ

た部分はそれなりに役割を果たすわけですよ。捨てるところなんかどこもないと

言われている甘草ですよ。それで、ウイルスフリーの苗が簡単に手に入るのであ

れば問題ないけれども、山梨県はそういう提携をしているから、新日本製薬から

薬草としての機能を果たせるであろうウイルスフリーの苗をもらっている。これ

は県でトライアル事業をやるという計画があるわけでしょう。その中で、これか

らどういう形で役所の中で甘草栽培に取り組むのか。予算が足りなければ足りな

いなりに予算をつけて、本格的に取り組む姿を見せないと、５年間もそのままず

るずる来るということは、非常に私としても残念。農政部が一生懸命頑張ってい

ても、こういう姿が見られるということは非常に残念なことですよ。部長、その

辺をよく考えて答弁願います。  
 
大熊農政部長   甘草をはじめ薬草につきましては、今、委員からさまざまなお話を改めてお伺

いいたしまして、過去の経緯も踏まえてしっかり取り組んでいきたいと思ってお

ります。予算につきましても、他の事業でも使えるものは使い、また、国の補助

事業も積極的に活用しながら、生薬として使うもの、そして生薬の基準まで行か

ないまでも有効な成分がございますので、別の商品として売り出すなども含めて、

さまざまな課題も克服しながらしっかり取り組んでいきたいと思っております。 
 
       （ニホンジカの有効活用について）  
鈴木委員   私のほうからは、まず、ニホンジカの有効活用について伺いたいと思います。

ニホンジカにつきましては、全国的にも山梨県でも、いたちごっこというわけじ

ゃないけれども、非常に捕獲に苦慮している状況が見受けられ、野生鳥獣による

農作物の被害という中でも、ニホンジカの問題は大きな課題でございます。その

利活用の促進という中で、昨年度、県内で捕獲したニホンジカを有効活用するた

めに、ジビエ活用調査を実施したということでありますけれども、調査の目的と

具体的な内容についてまずお伺いをしたいと思います。  
 
鎌田畜産課長   この調査の目的は、ジビエ振興のため、今後必要となる施策、事業の検討を行

うことでございます。具体的には３つの調査を行っており、１つ目は県内の鹿肉

の捕獲、加工、流通の状況を把握するための猟友会や処理施設へのヒアリング調

査。２つ目は鹿肉の需要量を把握するための県内の飲食業者や宿泊業者などに対

するアンケート調査。３つ目は先進的な取り組みを行っている長野県等に対する
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ヒアリング調査を実施したところでございます。  
 
鈴木委員   ３つの調査ということで、ジビエの有効活用調査の目的と内容については今、

お話があったとおりだと思いますが、その調査結果を有効に活用するために、結

果をしっかり分析することが何よりも重要であります。そこで、ジビエ有効活用

調査により得られた結果と、その結果を踏まえた昨年の検討状況についてお伺い

したいと思います。  
 
鎌田畜産課長   昨年度実施しました調査の結果、県内ニーズは一定量あるものの、食肉として

の品質、安全性に対する懸念などの課題があることが明らかになりました。この

ため、鹿肉の安全・安心な品質を担保する仕組みとして、認証制度を創設するこ

とが必要であると判断し、昨年７月に食肉処理や調理等の専門家で構成する山梨

県ジビエ認証協議会を設置いたしました。協議会では、認証基準や認証制度の運

用、認証のための組織などについて検討を行ったところでございます。  
 
鈴木委員   そのようなことの中で、捕獲されたニホンジカは貴重な天然資源であり、地域

活性化の素材として有効であると考えておりますけれども、活用するためには多

くの課題等もあるわけです。私もそのような解決の必要性があると認識もしてお

りますけれども、昨年度の検討を踏まえた、今年度のニホンジカの有効活用に向

けた取り組み状況や今後の取り組みをどのようにしていくか、この辺をお伺いし

ておきたいと思います。 
 
鎌田畜産課長   昨年度の検討状況を踏まえ、県では本年７月に鹿肉処理を行う施設と、鹿肉の

認証基準を定めるとともに、審査、認証を行うための組織として、やまなしジビ

エ認証会議を設置したところでございます。加えて、本年６月に設置した狩猟や

食肉処理、飲食や革加工など、川上から川下までの専門家を委員とした山梨県ニ

ホンジカ有効活用協議会において、鹿肉の認証制度による安全性の担保や食肉流

通規格の統一化、鹿革のなめし加工の低コスト化や品質の安定化など、鹿肉や鹿

革の活用に向けた課題を抽出し、現在、有効活用方策の検討を行っているところ

でございます。  
  今後は、協議会における検討を踏まえ、狩猟や食肉処理、地場産業や観光など、

さまざまな関係者と連携を図りながら、鹿肉の消費拡大に向けたジビエ料理や加

工品の開発、鹿革の商品開発、これら製品の地域ブランド化により、捕獲したニ

ホンジカの有効活用に積極的に取り組んでまいります。  
 
鈴木委員   そういう形の中でふやしていくとなれば、また方向性は変わってくると思うん

だけれども、今のニホンジカの個体数を見ても、対策は打っているけれどもなか

なか減少してこない状況の中で、ジビエ等の方策、なるべく有効活用ができるよ

うな方策ならばいいなと期待をいたしております。この件は以上です。  
 
       （農地防災事業費について）  
  次に、農地防災事業費についてお伺いしたいと思います。まず、歳入歳出決算

説明資料の農８ページ及び平成２８年度主要施策成果説明書の１１７ページに、

防災・減災のための農業用施設等の整備を推進とありますが、近年、異常気象に

伴い、局地的な集中豪雨が頻発している状況において、農業用の水利施設は農村

地域の排水機能として防災の役割も期待できるところでありますけれども、そこ

で、防災・減災のための農業用施設等の整備について、具体的には土地改良事業

のどの事業で、どのような内容について取り組んでいるのか、まずお伺いしたい
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と思います。  
 
清水耕地課長   農村地域の防災・減災のための農業用施設等の整備については、農地防災事業

費のうち農村災害対策整備事業、中山間地域総合農地防災事業及びため池等整備

事業を実施しているところでございます。具体的には、甲州市や道志村において

農村地域周辺ののり面の土砂崩落を防止するため、土どめ工を実施し、農地の保

全対策に取り組んでいるところでございます。 
  また、韮崎市や北杜市などにおいても、老朽化が著しい農業用水路や取水施設

を整備して洪水被害を防止するなど、対象地域の条件に応じた防災・減災対策に

取り組んでおります。  
 
鈴木委員   東日本大震災をはじめとして、熊本地震など、全国各地で地震による甚大な被

害が発生しているわけでございますが、農業用の施設の長寿命化と耐震化は早急

に進めていく必要があると考えております。中でも、県内各地に存在する農業用

のため池の一部では、築造後半世紀以上経過して、老朽化が著しいため池も存在

している状況でありまして、老朽化対策と耐震化対策を一体的に取り組んでいく

必要があると考えます。 
  そこで、農政部として防災・減災のための農業用施設等の整備、長寿命化、耐

震化をどのような方針の中で進めていくのかお伺いいたします。  
 
清水耕地課長   県内各地に存在する農業用ため池などの農業用施設には老朽化が著しい施設

も存在しておりますので、平成２５年度からため池や農道橋など、施設の一斉点

検や耐震調査を進めているところでございます。その中で老朽化などによる対策

が必要と診断された施設については、補強、改修の実施や長寿命化対策を関係市

町村と連携して順次整備を進めていくこととしております。あわせまして、耐震

性の基準に満たない施設につきましても、老朽化対策と一体的に耐震化対策を進

めてまいります。  
 
       （就農促進総合支援事業費について）  
鈴木委員   次に、決算説明資料の農１２ページ、主要施策成果説明書４７ページの就農促

進総合支援事業費についてお伺いします。本県農業を将来にわたって維持・発展

させ、もうかる農業を展開していくためには、これからの農業生産を担う新規就

農者の確保や育成が重要であると考えております。ここ数年、新規就農者は確実

に増加していると聞いておりますけれども、峡東地域の果樹地帯にも近年、若い

農業者が多く見受けられ、新規就農者の定着に対する支援が特に重要であると考

えております。  
  主要施策成果説明書の４７ページの５の就農定着支援の充実の内容は、新規就

農者の定着などに関する各種支援制度や事業と思いますが、平成２８年度の予算

額３億５ ,６００万円余に対して決算額が３億３ ,３００万円余と、不用額が２ ,
３００万円余発生しています。新規就農者の定着支援の不用額の内容はどのよう

になっているか、まずお伺いします。  
 
中村担い手・農地対策室長 不用額の内訳の主なものとしまして、新規就農者の就農前後の所得

を確保する青年就農給付金交付事業費が１ ,６６０万円余、親元就農した農家子
弟の農業機械等の整備を支援する果樹王国やまなし就農支援事業費が６９０万

円余となっております。 
  不用額が生じた理由ですが、青年就農給付金交付事業費は新規採択者数が見込

みを下回ったことなどによるものであります。また、果樹王国やまなし就農支援
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事業費は、事業の仕組みについて農業者への浸透が十分でなかったことなどによ

るものであります。  
 
鈴木委員   新規就農者の定着支援の不用額の内容については今言われたとおりだと思う

のですが、不用額が比較的大きい額であると思われます。その中で、新規就農者

の定着支援対策の効果が十分発揮できているかどうか心配になるところであり

ます。そこで、就農定着の効果は十分であるのか、ないのか、その辺をお聞きし

ておきたいと思います。 
 
中村担い手・農地対策室長 平成２８年度の実績につきましては、就農定着支援制度推進事業等

では新規採択者が２３名おりました。研修を修了したものがこのうち１５名おり

まして、１４名が就農しております。１名は病気になられまして就農を断念して

おります。また、青年就農給付金（経営開始型）では新規就農者が３６名、就農

継続者が１６４名の合計２００名が就農しており、普及センターでは技術向上や

経営改善を図るためのセミナーを開催するなど、早期の経営安定に向けた支援を

行っております。  
  いずれも事業を活用した新規就農者につきましては、就農定着において効果が

あると考えておりますが、今後は不用額を縮減する努力を一層行いまして、新規

就農者をより多く確保していきたいと考えております。  
 
鈴木委員   これから新規就農について非常に要望等がたくさんあると思います。今、高齢

化の中で農業参入していくのはなかなかリスクもあると思いますが、今後、効果

が十分発揮できるようにお願いしたいと思います。  
 
       （市場ニーズに対応した果樹の優良品種の開発と普及推進について）  
  次に、主要施策成果説明書の４１ページ、マル１０の市場ニーズに対応した果

樹の優良品種の開発と普及推進についてお伺いしたいと思います。まず、農家の

期待も大きい県のオリジナル品種は、これまでどのぐらい開発されているのか、

お伺いしたいと思います。  
 
武井果樹・６次産業振興課長 県のオリジナル品種の開発につきましては、平成１４年度からス

タートしておりますが、これまでにブドウについては「甲斐のくろまる」など３

品種、桃につきましては「夢みずき」など２品種、スモモにつきましては「サマ

ーエンジェル」など３品種、黄桃につきましては「富士あかね」などの２品種の

合計１０品種を指定しまして、普及を図っているところでございます。  
 
鈴木委員   今言われた中で、市場からの人気が高いと聞く、桃の「夢みずき」は、県のオ

リジナル品種苗木出荷実績７ ,６３３本のうち、どの程度を占めているのかお伺
いします。  

 
武井果樹・６次産業振興課長 県のオリジナル品種の苗木につきましては、ＪＡや県などで構成

する山梨県オリジナル品種ブランド化推進会議により生産されまして、県内の農

家の需要に応え販売されている状況でございます。平成２８年度の苗木出荷実績

７,６３３本のうち「夢みずき」につきましては、３６％に当たる２,７６８本を
農家に供給したところでございます。  

 
鈴木委員   わかりました。これまでの「夢みずき」の実績は理解できましたけれども、農

家からの期待に十分応えるためには、さらに苗木の生産が必要とされると思いま
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す。県として今後どのように苗木生産に取り組んでいくのかお伺いします。  
 
武井果樹・６次産業振興課長 県としましては、果樹のブランド力を強化するため、引き続き果

樹試験場において新品種の開発を進めながら、民間が育成した優良品種も含めて

知的財産として保護した上でオリジナル品種と位置づけ、普及を図っていきたい

と考えております。  
  苗木の供給につきましては、できるだけ短期間での農家の要望に応えられる十

分な苗木の確保が必要と考えておりますので、苗木の生産に必要な圃場の拡大な

ど、増産に向けて生産体制を強化していきたいと考えております。  
 
       （農地中間管理機構の活用促進について）  
鈴木委員   最後になりますが、非常に難しい問題の中で、主要施策成果説明書の４６ペー

ジのマル１の農地中間管理機構の活用促進についてお伺いしたいと思います。本

県では、農業従事者の高齢化や担い手不足などにより、中山間地域の営農状況が

非常に悪い場所などを中心にして、耕作放棄地の増加が深刻な状況になっていま

す。耕作放棄地を解消して、これらを有効に活用できる対策が山梨県では重要で

あると考えております。主要施策成果説明書の４６ページのマル１の施策・事業

の概要及び成果欄に、平成２８年度の成果として、耕作放棄地の解消を加速し、

２０１ヘクタールを解消したと書かれております。県では平成２８年度、耕作放

棄地解消のため、どのような事業を行っているのか。そして、今後はどのように

耕作放棄地対策をさらに進めていくのかをあわせてお伺いします。  
 
八巻農村振興課長 まず、耕作放棄地の解消に向け、農地中間管理機構が借り受けた農地を貸し

出す際に耕作者のニーズに対応するように整備をする、機構借受農地整備事業や、

伐採、伐根等により畑に戻す荒廃農地等利活用促進交付金など、各種基盤整備事

業の活用により耕作放棄地の解消に努めてまいります。今後も市町村や農業委員

会、農地中間管理機構などと連携を図りながら、国の補助事業等も積極的に活用

して、耕作放棄地の発生防止と解消に努めてまいりたいと思っております。  
 
       （商工業振興資金貸付金について）  
猪股委員   まず、商工業振興資金貸付金について伺います。歳入歳出決算説明資料の産１

５ページに記載されている商工業振興資金貸付金の不用額について質問させて

いただきますけれども、５０億円と、大変金額が大きいのですが、この理由は何

かお聞きします。  
 
高野商業振興金融課長 商工業振興資金につきましては、県と金融機関が協調いたしまして、中

小企業の資金繰り等の安定した資金供給のための制度融資を実施しているもの

でございます。平成２０年にリーマン・ショックがございまして、突発的に非常

に大きな資金が必要となったものですから、現在も突発的な経済変動等に対処で

きるよう、２１０億円という規模の融資枠で予算を計上しています。最近は景気

の回復傾向に伴いまして、融資実績額が減少傾向にございますけれども、ここ数

年は４０億程度の不用額が生じていました。融資実績が、平成２７年度は８３億

円ほどございましたけれども、２８年度は５７億円と、前年度と比較して減少し

たことから、５０億円という不用額が生じた状況でございます。  
 
猪股委員   ただいまの答弁では融資が減ったということですけれども、山梨中央銀行が発

表した資料によりますと、平成２８年度下期の企業の景況感を示す指数は、平成

２５年度以来６期ぶりにプラスとなっており、設備投資は前期を上回り投資額が
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増加に転じていることから、中小企業の資金需要はある程度高かったのではない

かと考えられますが、平成２８年度の融資実績が減少した主な原因は何なのか、

その辺をお伺いします。 
 
高野商業振興金融課長 商工業振興資金につきましては、約２０ほど融資メニューがございます。

そのうち半分は、いわゆる経営が非常に厳しい中小企業に対する経営支援的な融

資でございまして、残り半分は、例えば創業ですとか事業承継ですとか新分野へ

の進出といった前向きな資金の融資でございます。２８年度につきましては、そ

の資金のうち、不況業種対策と経営環境変動対策の２つの融資メニューが、いわ

ゆる売上が非常に減った中小企業に対して５ ,０００万円を限度に運転資金を貸
し付ける資金でございますが、これが対前年度で約３２％ほど減少いたしまして、

これが主な原因と考えております。景気が回復局面にある中で、経営が厳しい中

小企業が減ってきているのだろうと考えておりまして、いわゆる後ろ向きの資金

の需要が落ち着いてきているのではないかと分析をしております。  
  さらに加えまして、今、政府の実施しておりますマイナス金利政策の影響で、

市中の貸出金利も非常に低下しております。そのため、政府系の金融機関ですと

か民間金融機関が商工業振興資金よりも低い金利で融資を出しているという実

態もございますので、そこも要因の１つではないかと分析をしております。  
 
猪股委員   次に、景気が拡大傾向である中で、経営が厳しい事業者が減ってきたというこ

とですが、直近の国や日銀の景気判断でも、景気は緩やかに拡大を続けていると

されていますが、平成２８年度と比較して、平成２９年度の融資の見込みはいか

がかお伺いします。  
 
高野商業振興金融課長 今年度の融資実績につきましては、今年度、市中金利の低下に伴いまし

て、全融資メニュー、一律０ .２％金利を引き下げたところでございますが、前
年同期と比べますとやはり、先ほど申し上げたとおり不況業種対策関係の融資が

非常に減ってきておりまして、１０月までの前期の融資実績から推計いたします

と、さらに今年度は２８年度より融資実績は減るのではないかと考えております。 
 
猪股委員   今年度においても商工業振興資金の融資実績はさらに減少していくだろうと

の答弁でした。県内の中小企業の皆さんの多くは、まだまだ景気回復が実感でき

ている状況ではないと思います。融資枠の２１０億円については今後も維持する

必要があると思いますが、県の考えはいかがでしょうか。  
 
高野商業振興金融課長 不用額が非常に大きい状況ではございますけれども、経済のグローバル

化に伴いまして、いわゆる海外で起きます政治や経済の事件が地方にも大きく影

響を与える時代になっております。先ほどお話ししたリーマン・ショックのよう

な経済危機などによる急激な景気の腰折れというものもあり得ます。また、最近

多い突発的な自然災害等もございますので、迅速にこういったことに対応できる

ように、ある程度余裕を持って融資枠を確保することは必要だと考えております

ので、継続してこの融資枠は維持をさせていただきたいと考えております。  
 
猪股委員   県内景気は緩やかな回復基調にあるとされていますが、まだまだ規模の小さい

中小企業の皆さんが景気の回復を実感するまでには至っていないのが実情だと

思います。そこで、商工業振興資金の融資実績の減少は、いわゆる後ろ向きの資

金需要が減ってきていると先ほど答弁がありましたけれども、そうであれば余裕

を持った融資枠を維持しながら、新たな創業や新しい分野への進出など、より前
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向きな資金の需要に対応していくべきではないかと思います。頑張っている中小

企業の皆さんの資金ニーズをよく把握して、より使いやすくメニューを工夫して、

制度を積極的にＰＲしながら、金融支援を進めていってもらいたいと思います。 
 
       （織物産業の活性化について） 
  次の質問に入ります。主要施策成果説明書の５４ページ、及び決算説明資料の

産５ページに記載のある織物産業の活性化について伺います。まず、主要施策成

果説明書に海外の販路開拓事業（ミラノウニカ）を支援、２件とあります。ミラ

ノウニカはイタリアで開催される世界最大規模の織物の見本市と聞いておりま

すが、この事業２件により、産地の認知度向上や新たな販路開拓についてどのよ

うな成果があったのかお聞きします。  
 
津田地域産業振興課長 県が支援したミラノウニカ２件ですけれども、これは平成２８年９月開

催の翌年秋冬物コレクションと、２９年２月開催の翌年春夏物コレクションの２

回の展示会への織物組合の出展を支援したものですが、この成果としましては、

山梨の産地の認知度が向上し、ブースへの来場者も確保できまして、９月は約１

００人、２月は約７０人のバイヤーと商談を行うことができました。その結果、

現在までに９月出展分にはサンプル生地の注文が７件あり、そこから生地生産の

契約３件が成立しております。また、２月出展分にも５件のサンプル生地の注文

があり、現在も商談継続中となっております。この出展を通じてつながりのでき

たバイヤーとの縁が、今後販路開拓に役立っていくと考えております。  
 
猪股委員   同じく主要施策成果説明書に、トレンドブック掲載を通じた産地ＰＲ事業を実

施とあります。これは本県の織物の生地見本を直接世界のトップブランドのデザ

イナーの手元に届けるという事業だったと承知しています。実際にトレンドブッ

クに掲載されて、郡内の織物産地は世界のデザイナーにどのように受けとめられ

ているのか、お伺いします。  
 
津田地域産業振興課長 欧米におきましては、日本の織物は職人の技術と感性、凝った素材です

とか独特の手触り、そういったところが高く評価されておりまして、トレンドブ

ックに掲載された本県の織物も、そういった個性的な生地がえりすぐられており

ます。トレンドブックでは、郡内の織物産地を、富士山のふもとにあって美しく

歴史がありながら、若い職人たちが新しいものをつくる場所、大規模生産の次の

時代を示す場所と説明しておりまして、世界のデザイナーの間でも、日本の産地

の中でも特にクリエーティブで魅力のあるところと理解されているものと考え

ております。  
 
       （山梨県馬術競技場について） 
土橋委員   山梨県馬術競技場について伺います。歳入歳出決算説明資料、農７ページ、畜

産振興費の山梨県馬術競技管理費の支出額が５ ,５１５万８ ,０００円とあるが、
この主な内容について教えてください。  

 
鎌田畜産課長   支出済み額のうち主なものは、県馬事振興センターが行った大会本部棟などの

施設整備に対する補助金であり、支出済み額は４ ,４３８万円余で、支出済み額
の約８割に当たります。残りの約２割については、馬術競技場の管理運営にかか

る経費となってございます。  
 
土橋委員   今年完成した本部棟にかかった経費が８割方ということでよろしいんですね。 
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  では、次に農１０ページ、畜産振興費の山梨県馬術競技場整備費の繰越額が３

億７ ,０８０万１ ,０００円とありますけど、これはどういう状態になっているの
かを教えてください。  

 
鎌田畜産課長   繰越額３億７ ,０８０万円余につきましては、県馬事振興センターが行う馬術

競技場の施設整備に対し助成するものでございます。整備の内容については、国

際基準に適合した１５０頭規模の厩舎や、厩舎の２階にあり、使い勝手の悪かっ

たホースマネージャー棟をそれぞれ１棟新設するものなどでございます。  
 
土橋委員   実は、今年の夏に会派で北杜のほうの産業振興や観光、畜産酪農技術センター

長坂支所や農業大学校等を回ったときに県馬事振興センターにも行きました。３

億７ ,０００万円余という繰越額が出ていたものですから、その辺のところを聞
きにいったら、築３０年以上で老朽化どころか、もう、本当に壊れているような

状態のところも見たから、これは早くしなければいけないなと思ったのですけれ

ども、２年にわたって繰越明許なんていうことは考えられないわけですけど、そ

の時点でまだ何も動きもなかったし、まだ図面もでき上がっていないような状態

だったのですけれども、その辺のところはもうかなりクリアしているんですか。 
 
鎌田畜産課長   厩舎、ホースマネージャー棟の施設整備については順調に進んでおります。  
 
土橋委員   観光振興といった意味でも、富士山のほうでは自転車の大会だとか、いろいろ

な観光施設がある。そのようなものの１つとして、国際基準に適合して、課長が

言っていた１５０頭規模での大会が打てるということになると、地域の活性化に

ものすごく発展するんじゃないかなという期待を持っております。大会が多く開

催されるなどを経て初めて活性化していくわけですから、また、今私が所属して

いる農政産業観光委員会等でも話もしていきたいと思いますけど、ぜひ大成功さ

せて、築３０年でかなり老朽化しているけれど、山梨県馬事振興センターここに

あり、日本で一番いいぞ、という評価を受けるような活動やＰＲもしていかなき

ゃならないと思います。大きな大会誘致に向けてＰＲしていくことは大事なこと

だと思いますけれども、その辺のところの動きはどうなっているんですか。  
 
鎌田畜産課長   今後についてでございますが、昨年の本部棟も含めて、現在建設している厩舎

やホースマネージャー棟などの整備を進めるとともに、今回の整備により格段に

向上する競技環境を、日本馬術連盟など大会主催者に対してアピールし、県馬術

競技場のさらなる活用が図られるよう、誘致活動に積極的に取り組んでまいりま

す。  
 
       （不納欠損額及び収入未済額について）  
山田（七）委員   不納欠損額、収入未済額についてお伺いいたします。決算報告書１１１ページ、

決算説明資料の農３と農４ページのところに、違約金及び延滞利息の不納欠損額

３８７万５ ,０００円、収入未済額６０９万円とありますけれども、まず、これ
らが発生した理由についてお伺いいたします。 

 
山岸農政総務課長 不納欠損額３８７万５ ,０００円、収入未済額６０９万円でございますけれど

も、これはいずれも峡東地域の県発注の公共工事において、独占禁止法第３条の

規定に違反したとして、平成２３年に公正取引委員会から業者が課徴金納付命令

を受けまして、県の契約上、これに対して、公正入札違反で請求をした違約金で

ございます。  
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  まず、不納欠損額、３８７万５ ,０００円につきましては、業者１社が平成２
８年に破産手続を行いまして、これに伴い債権が消滅したため、不納欠損として

処理いたしました。  
  また、収入未済額６０９万円につきましては、業者１社が現在事業活動を停止

し、財産等の処分を行っておりますが、法人として活動実態がない状況でござい

ます。しかしながら、会社としてはまだ存続しているため、引き続き請求行為を

行っており、歳入未済額として計上しているものでございます。  
 
山田（七）委員   不納欠損や収入未済になるまでに、業者に対して県はどのような対応をしてき

たのか教えてください。 
 
山岸農政総務課長 これら公正入札違約金につきましては、契約当事者である峡東農務事務所が

請求及び督促事務を行っております。県では平成２３年の請求以来、破産管財人

や当該業者の代表取締役と面談を重ねるほか、随時催告や財産状況の調査を実施

し、債権回収に向けた徴収努力を行ってまいりました。今回、不納欠損となった

業者につきましては、破産手続による不納欠損の処理を行ったわけでございます

けれども、収入未済となっている業者につきましては、引き続き債権回収の努力

をしてまいりたいと考えております。  
 
山田（七）委員   談合問題の中で、この違約金が発生したという形なのですけれども、違約金が

発生したということは、当然、契約後に問題が発生したということだと思うので

すけれども、入札時にその問題が何でわからなかったのかということと、この違

約金を支払わなかった業者へのペナルティー的なものがあるのかどうか教えて

ください。  
 
山岸農政総務課長 まず、談合が行われたという事実認定が公正取引委員会で行われたわけでご

ざいますが、これに伴いまして、当時、建設業法に基づく営業停止処分や指名停

止措置が行政処分として行われました。これとは別に、事実が発生した段階で県

との契約上の金銭的なペナルティーとして違約金が発生したものでございます。

したがいまして、その事実について公正取引委員会の指摘があるまでは、県とし

ては把握できない状況であるということを御理解いただきたいと思います。  
  また、この違約金という金銭的なペナルティーは、談合という不正行為に科し

たペナルティーでございますから、さらにこの違約金の未払いに対してペナルテ

ィーは生じないものと理解しております。  
 
山田（七）委員   当然、公共工事の入札に参加する場合は、毎年毎年、経営審査等を受けている

と思うのですけれども、その経営審査の中で経営状況などいろいろな審査をして、

次年度、参加資格があるか否かという判断をするわけですけれども、その業者に

対する経営審査が実際問題、適切だったのかどうか教えてください。 
 
山岸農政総務課長 公共工事における入札参加資格の取得申請時に行われる経営事項審査につき

ましては、県土整備部が所管しております。今回、県土整備部から資料をいただ

いていますので、それに基づきましてお答えをさせていただきます。 
  この経営事項審査のうち、経営状況の評価に関しましては、主に会社の財務諸

表上の諸データに基づいて行われております。これらデータの分析に当たっては、

専門的知識等を要するとともに、より厳正な審査が確保されるよう、国土交通大

臣の登録を受けた第三者機関である、建設業情報管理センターなどの分析機関が

行っております。こうした制度の運用のもと、入札に参加する業者の経営状況に
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つきましては、その時点では適正に審査されているものと理解しております。  
 
山田（七）委員   最後に、この収入未済の会社が事業停止状況にあるということで、将来的に当

然、不納欠損のほうに回ってくると思うのですけれども、実際問題そうなってい

くのか、また、そうならないための県の対応というのを教えてください。  
 
山岸農政総務課長 県ではこれまでと同様に債権回収に向けた徴収努力を行ってまいりたいと考

えております。しかし、現状を申し上げますと、既に事業活動を停止して、財産

等の処分もされているという状況下から、今後、業者のほうで破産手続等に進ん

だ場合につきましては、不納欠損として処理せざるを得ないものと考えておりま

す。  
 
       （農道の整備について）  
小越委員   主要施策成果説明書４６ページの主に広域農道についてお伺いします。農林水

産業の款項目ですけれども、この決算説明資料の農政部のところを見ますと、農

政部のことですけれども、公共事業の占める割合が非常に多くなっております。

ほかにも公共事業はあると思うんですけれども、土地改良費という費目だけ見る

と、農政部の歳出１５５億４ ,３８２万円のうち、土地改良費が７５億６９４万
円。だから、歳出の半分をほぼ土地改良が占めることになっていると思います。

先ほどの農地防災事業費１１億８ ,５００万円も含めるともっと公共事業は多く
なると思うのですけれども、土地改良費だけで７５億６９４万円ということで、

農政部の予算の半分の大半が土地改良に充てられていると思っています。この主

要施策成果説明書の４６ページを見ますと、予算９８億円に対して執行が５５億

円。予算額も大きいですし、執行額も大きいのですけれども、その中にも農道整

備について記載してあります。整備しているけれども、なかなか完成していない、

何年たっても開通しない農道がたくさんあるわけですけれども、農道整備に昨年

度幾らぐらい支出し、何キロ、どのぐらい整備されたのでしょうか。 
 
清水耕地課長   まず、昨年度の広域営農団地農道整備事業につきましては、２地区で実施して

おり、決算額は７,２９２万２ ,０００円となっております。内訳は、八ヶ岳南地
区が６ ,６９０万円、茅ヶ岳東部地区は８０２万２ ,０００円となっております。 

  まず、八ヶ岳南地区につきましては、全体の延長に伴う７５％が既に仕上がっ

て供用しております。昨年度契約が困難だったところが解決しましたので工事を

しまして、本年度、舗装や安全施設を整備して、平成３０年度には全線開通する

予定になっております。茅ヶ岳東部につきましては、全体の約８割に当たる７キ

ロが既に供用しております。あと残りの２キロにつきましては、おおむね７割の

整備が完了しておりますけれども、残りの部分の完成に向けて今、取り組んでい

るところでございます。 
 
小越委員   農道整備は、あともう少し、あともう少しと言いながら、もう何年もかかって

なかなか貫通していないのですけれども、広域農道はそもそも農政部の予算です

ので、農業生産のためにやっていると思うのですけれども、広域農道が７５％、

８０％整備されたということに伴いまして、農業生産への効果はどのようなもの

があったのか、数字でわかるものがあれば示してください。  
 
清水耕地課長   まず、広域農道の農業生産への効果につきましては、農産物の輸送の合理化に

よる効率的な農業経営とあわせ、地域間交通の利便性の向上につながるというこ

とと、農村地域の活性化の拠点となる施設が併設されるなど、都市と沿線住民の
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交流の促進に寄与していると考えられます。  
  数字につきましては、例えば八ヶ岳南地区につきましては、起点側の高根町箕

輪地内、既に供用開始している高根町小池地内におきまして区画整理による優良

な団地が確保され、そういったところで、新たな農業生産法人や新たな担い手に

よる農地集積、集約が図られているなど、高付加価値の農業が促進されておりま

す。  
  また、茅ヶ岳東部につきましても、先ほど答弁しましたように９キロのうちの

８割にあたる７キロの供用開始をしているのですけれども、例えば、地元の農家

で組織する農事組合法人ゆうのう敷島が管理します都市農村交流施設の甲斐敷

島梅の里クラインガルテンがありまして、供用開始前と比べ、供用開始後は利用

者数が１ .３倍にふえております。そういった効果もあります。  
 
小越委員   農業車優先って書いてありますけど、この１ .３倍にふえたというのも、地元

の生活道路として使われていることや観光のことも含めますと、クラインガルテ

ンのこともありますけれども、農政の予算でやるよりも観光、土木というところ

で出すのが本来、筋ではないかなという気もいたします。  
  もう１つ、昨年の２８年２月に、たしかＴＰＰ対策として土地改良費２０億円

が計上されたと思います。それは明許繰越をしたと思うんですけれども、このＴ

ＰＰ対策の土地改良費２０億円は、ここのどこかに入っているんでしょうか。幾

らぐらいやって、どんな効果があったんでしょうか。  
 
清水耕地課長   農業分野の基本指針であります新・やまなし農業大綱に基づき、県産農産物の

高品質化や生産性の向上、農業経営の安定化を加速するため、競争力を高める基

盤整備を推進することとしております。このため、県では、国のＴＰＰ対策とし

ての経済対策を活用しまして、地域のニーズに即した農業生産基盤の整備を促進

するために、畑地かんがい施設の整備や圃場整備、農道、水路など、きめ細かな

整備を実施しているところであります。そういったことにより、果樹等の県産農

産物の高品質化や生産性の向上とともに、用排水管理などの営農にかかる労力の

削減が図られているところでございます。  
 
小越委員   ＴＰＰ対策と言えるのか。土地改良費としてそれを普通に計上したほうがわか

りやすかったんじゃないかと私は思っております。  
 
       （雇用対策について）  
  次に、産業労働部についてお伺いします。主要施策成果説明書の５ページ、６

ページ、７ページの雇用対策についてお伺いします。雇用対策については部局審

査のときもお伺いしましたけれども、企業立地に伴う新規雇用者数、昨年度の実

績は４９７人とお伺いしました。これは常用雇用だと部局審査のときにお伺いし

たのですけれども、４９７人のうち正規雇用は何人だったのでしょうか。わかり

ますか。  
 
一瀬企業立地・支援課長 企業立地に伴う新規雇用者数４９７名中、正規雇用者数は３９２名で

ございます。  
 
小越委員   そうすると、目標年度の１ ,６２５人に対して４９７人ですけれども、この１ ,

６２５人が正規雇用者数となりますと、目標進捗率はどのぐらいになるんでしょ

うか。目標年度の１ ,６２５人がそもそも正規雇用なのかどうかも含めて。正規
に対してどのぐらいの進捗率になっているんでしょうか。  
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一瀬企業立地・支援課長 目標値の１ ,６２５人は、これは正規雇用者数ではなく、いわゆる常用

労働者数を目標としておりまして、それは現況値の４９７名に対応するものでご

ざいます。その常用労働者数の進捗率が３０ .６％ということになっております。 
 
小越委員   正規雇用を基本として考えず、常用雇用であればいいとなりますと、アルバイ

トなども皆、含められてしまうわけですから、正規雇用を基本にするという考え

方でいかないと雇用の対策にならないと思っています。  
  次の６、７ページ、この前も聞きましたけど、産業集積促成助成金について、

６億円余りで常用雇用が１８９人、それから情報通信関連産業への支援２ ,５０
０万円で４５人ということだったのですけれども、これは正規雇用者ということ

ですか。数はわかりますか。  
 
一瀬企業立地・支援課長 産業集積助成金の６億５ ,９４０万円余ですけれども、こちらは正規は

分けてはございません。ただ、このうち常用労働者数は１８９人ございます。  
 
小越委員   正規雇用でどうして考えないのかということが非常に疑問なんです。そこで、

部局審査のときにお伺いしたら、２８年は該当しなかったとお伺いしたのですけ

れども、雇用創出奨励金、平成２７年度は９３０万円で正規が９人、非正規が３

人だったのですけれども、要綱を変えましたよね。雇用創出奨励金の要綱を。こ

れ、１年継続しないと支給されないから、出なかったのですけれども、要綱を変

えた狙いは。なぜ要綱を変えたんですか。  
 
上野労政雇用課長 雇用創出奨励金につきましては、平成２７年度までは非正規雇用も対象とし

ておりましたけれども、正規雇用の拡大を図るため、平成２８年度から正規雇用

に限定することとしております。また、県内企業の皆様が活用しやすいよう、２

０人以上の新規雇用が要件となっておりました企業参入型農業など３業種につ

きましては、要件を１０人以上に緩和しております。また、１０人以上の新規雇

用が要件でありました製造業など８業種につきましては、要件を５人以上に緩和

したところでございます。  
 
小越委員   それに伴いまして、使いやすさですね。特に中小企業の方々を含めて、この正

規雇用に限定したということで、何か変化というか、雇用のところでどんな御意

見や御要望があったんでしょうか。  
 
上野労政雇用課長 制度改正前の支給の状況でございますけれども、２社で合計３３人の方に支

給しております。そのうち正規が３０人、非正規が３人という状況でございます。

平成２８年度の要綱改正以降については、まだ支払い実績はございませんけれど

も、事前申請という形で申請をいただいておりまして、現在のところ８社１０７

人の方に申請をいただいているところでございます。ただ、雇用が確保されて、

実際に１年継続して雇用されませんと交付にはなりませんので、今後、雇用が確

保できるように注視してまいりたいと思っております。  
 
小越委員   産業集積助成金は、億のお金を使っているのに、常用雇用という枠しかわから

ない。１８９人ですけど。この雇用創出奨励金は正規雇用に限定しているわけで

すよね。その金額も、これは雇用者本人へ交付されないからですけれども、１人

当たり６０万円とか、正規雇用になりますと１人当たり１００万円とか、億のお

金ではなく、数千万とか１００万の単位で中小企業の方々が正規雇用者を雇うこ
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とを応援する制度ですので、私はここのところをもっと広げていくべきだと思っ

ています。ぜひとも正規雇用というのを基本に据えて、雇用対策を考えていただ

かないとよくないと思っています。  
  たしか部長が決算概況説明のときに、有効求人倍率が上昇している、しかし正

規雇用は依然として低いと述べておられました。有効求人倍率が伸びたというの

は、非正規が伸びたからではないかと私は思っているんです。人手不足から有効

求人倍率が上がっているのであって、人手不足を解消しなくてはならない。それ

には非正規ではなく正規雇用を基本にしませんと、山梨県の経済はよくなりませ

んし、有効求人倍率が上がってよかった、よかったと言っても、それは非正規の

方々がふえていくだけではないかと思っています。  
  そこでお伺いしたいんですけれども、有効求人倍率が伸びたと部長も答弁して

おりましたけれども、逆に、若い人たちの離職率が問題になっております。離職

率はどのようになっているんでしょうか。  
 
上野労政雇用課長 離職率につきましては、厚生労働省の雇用動向調査がございまして、本県の

離職率につきましては、これは若者だけではなく、全体の離職率でございますが、

平成２６年が２０ .２％、平成２７年が１８％、平成２８年が１２ .４％になって
おりまして、ここ３年減少傾向にございます。 

 
小越委員   せっかく就職したとしてもうまくいかなかったり、マッチングがうまくいかな

かったりということがありますし、とりわけ正規雇用としてちゃんと雇用環境を

整えることをお願いしたいと思います。  
 
       （ものづくり人材就業支援事業について）  
  主要施策成果説明書の１４ページ、県出身学生のＵターン、ものづくり人材就

業支援事業というのがあります。これはたしか１７人とお伺いしているのですけ

れども、目標が何人で、どうして１７人だけだったのかお伺いします。  
 
細田産業人材育成課長 昨年度が事業の初年度でありますが、募集定員３５人に対しまして３月

末時点で１７人となっております。その後、さらに８月末まで募集をした結果、

最終的には募集定員の約７割に当たります２３人を認定したところであります。

原因としましては、やはり周知不足、周知が十分に行き渡らなかったところが原

因かと考えております。 
 
小越委員   周知不足に対して、これからどのような周知をしていくんですか。 
 
細田産業人材育成課長 周知につきましては、大学への周知ということで、山梨大学工学部の学

生や保護者への周知依頼、また、全国の理工系の大学に周知を依頼し呼びかけた

ということと、そのほかに日本学生支援機構の第一種奨学金を受けている学生が

対象になりますので、日本学生支援機構のホームページに掲載していただく、ま

たはユースバンクやまなしのメールマガジン、そのほか県のホームページ等で周

知を図ったところであります。  
 
小越委員   周知をしたということですけれども、３５人に対して２３人、まあ７割ぐらい

ですけれども、県出身者のＵターン就職を改善するための施策として効果はあっ

たのでしょうか。  
 
細田産業人材育成課長 この２３人のうち、３分の１に当たります８名が県外大学へ進学した本
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県出身の学生でありますので、Ｕターン就職にも一定の効果があったものと考え

ております。  
 
小越委員   そうはいっても、山梨県外へ出た学生が帰ってくるのが２３人とか２４人です

よね。先日、総務委員会で行った富山県は５０％ぐらいということで、もっと上

げたいと言っていましたけれども、山梨県はその半分しかなく、特定の業種に限

られている。それも製造業、それから理工系の大学ということになりますと、と

ても狭まってくると思うんですよね。特定の業種に限らずに、Ｕターンしてくる

学生さんに、雇用対策として、このものづくり人材就業支援事業の対象者の幅を

広げるというようなお考えはないんでしょうか。  
 
細田産業人材育成課長 これにつきましては、地方経済の牽引役となる産業を定め、地元企業に

就職した者の長期返還を支援するとした国の制度に基づきまして、本県の製造品

出荷額等の約７割を占めております基幹産業である機械電子産業を対象として

いるところでございます。  
 
小越委員   知事の所信表明の中に、大学生の県内就職、定着に向けてという言葉もあるわ

けですよね。企業のニーズだけではなく、県内の就職をどうするかは、雇用の対

策からも、教育委員会や総合政策部とも関連するかと思うのですけれども、もう

少し幅広く雇用対策として、それから若者Ｕターン対策として考えるべきだと思

っております。  
 
       （監査委員の意見について）  
  もう１点、監査委員にお伺いしたいと思います。審査意見書の様式の項目の中

に、監査委員の意見に対する意見とありますので、私は監査委員に対してどうい

うことで書いたのか聞きたいと思っております。  
監査委員の審査意見書の４ページの上段のところに、臨時財政対策債を除く県

債残高は減少傾向にあるが、多額の県債残高は、後年度の財政負担となり、財政

の硬直化を招く要因ともなることから、公共施設の整備に当たっては、後年度の

負担も十分検討されて計画的に進め、引き続き県債残高の着実な削減を図られた

い、という３行があります。ここで監査委員に、こういう結論に至った経過につ

いて若干お伺いします。まず１点、公共施設の整備というのは具体的に何を示す

のでしょうか。  
 
内田監査委員事務局次長 公共施設の整備とは、特定の施設に言及したものではございません。

公共施設全般を一般的に捉えた表現と、監査委員はそのように考えていると承知

をしております。  
 
小越委員   公共施設の具体的な名前が挙がってこないのですけれども、わざわざ最初の文

のところで、後年度の財政負担となり、要因ともなることからと、次にわざわざ

公共施設の整備に当たっては、というこの文章を入れた意図は何があるんでしょ

うか。  
 
内田監査委員事務局次長 まず、監査委員は２８年度末における本県の県債残高につきまして、

臨時財政対策債を含めて９ ,７３８億円余となっていることを確認をしておりま
す。それから、実質交付税である臨時財政対策債を除く県債残高は６ ,２２１億
円余と、２３年度以降、６期連続して減少しているものの、義務的経費である公

債費の増加につながる多数の県債残高は、将来的な財政の硬直化を招く要因にな
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るものとやはり監査委員は認識をしております。その上で、今後、新山梨環状道

路など、県内道路ネットワークの整備や社会インフラ等の老朽化、耐震化への対

応などが予定されていることから、将来にわたる健全で安定的な財政運営に向け、

後年度の負担も十分に検討する中で必要な整備を計画的に進め、引き続き県債残

高の着実な削減を図られたいと監査委員は意見を述べたものというふうに承知

をしております。  
 
小越委員   監査委員がこのように指摘したことは重大ですので、今後の総括審査の中で改

めて全体的に考えていきたいと思っております。  
  もう１点、審査意見書の１２ページですね。財政運営についてというところに

なります。真ん中あたりです。①の最後の段落になります。  
  また、県有財産について、ネーミングライツの対象拡大などさらなる有効活用

を検討するとともに、歳計現金及び基金について、高度な専門的知識を有する者

の活用等による運用を検討する。  
  これはどういうことを言っているんでしょうか。高度な専門的知識を有する者

の活用で基金を何とかしろとは、どういうことを意図して書いているんでしょう

か。  
 
内田監査委員事務局次長 まず、県民ニーズを踏まえた施策を展開するためには、効率的、効果

的な事務事業の執行とともに、施策を実現するための財源確保に努める必要があ

るとの認識を監査委員は持たれております。その財源確保に当たっては、県税徴

収率の向上、ネーミングライツの効果的な導入のほか、低金利の金融状況にあっ

ても、歳計現金及び基金の運用益をできる限り確保する必要があることから、高

度な専門的知識を有する者を活用することを検討することも必要だということ

の認識を監査委員は示したものと承知をしております。  
 
小越委員   専門的知識を有する者というのは、具体的にどういう方ですか。  
 
内田監査委員事務局次長 具体的と申しますか、金融機関などにおいて、資金、資産運用を担当

する専門家を念頭に置いての意見であると承知をしております。  
 
小越委員   やはり今後、総務部の審査の中で基金のあり方とかも出てくると思いますけれ

ども、ここのことについても、今後の総務部の審査の中に生かしていきたいと思

っております。監査委員がこのような指摘をされたことは、基金のあり方や基金

の使い方、今後の財政運営について、重大な指摘をされているということを私は

確認しておきたいと思います。  
 
       （決算審査における箇所表の提出について）  
桜本委員   農政部に対してなのですが、県土整備部のほうにもお話をしたのですが、例え

ば耕地課で主要施策成果説明書の４６ページに、土地改良費、何々ほか２９地域、

何々ほか１９地域というようにと書いてありますが、やはり決算ということです

ので、どの地域の、どういった場所をという、箇所説明をある程度添付していた

だかないと、数十億の問題でありますので、なかなかそういったところを確認で

きずに、わかりましたというところまで行くのには、やはりある程度、箇所とい

うものを明確にしていただきたいと思います。これは最終的に委員長のほうにま

とめていただければと思うのですが、また委員長のほうで御確認と決議をお願い

いたします。  
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       （産業技術短期大学校のあり方について）  
  もう１点、すみません。産業労働部のほうでありますが、本日新聞等にも取り

上げられていた、産業人材育成課における産業技術短期大学校の会議において、

人材供給あるいは定数の見直し、定数がなかなか満たないという点について、ど

のような報告があったのでしょうか。  
 
細田産業人材育成課長 産業技術短期大学校のあり方につきまして、本年３月に山梨県職業能力

開発審議会に諮問いたしまして、その後、県内の高校生や在校生、県内企業にア

ンケート調査等を実施しました。その調査結果等を踏まえまして、審議会で検討

を重ね、庁内でもまた関係課で構成する庁内研究会、そこでも検討を重ねた結果、

審議会のほうから先日、答申が知事になされたところであります。  
  その答申の内容ですが、今回の審議会では学科、定員、教育内容、経済的支援

等々、幅広く審議をしていただきまして、最近の定員割れの原因と対応について、

やはり高校生のニーズ等を踏まえる必要があるということで、これからも教育内

容等を充実していく、また、経済的支援についても充実していく必要があるとい

うような答申があったところであります。  
 
桜本委員   これは２８年度の実績をもとにした報告でありますので、最終日の前にその報

告等がまとめてあるのであれば、この委員会の委員のほうにも提出をお願いした

いと思いますが、委員長、またお諮りをお願いいたします。（警察本部関係の審

査に先立ち、資料が配布された。【資料「産業技術短期大学校の在り方について

（答申）】）  
 

 

質 疑    警察本部関係 

 

（電話詐欺（特殊詐欺）の被害防止対策の推進について） 

猪股委員   最初に、電話詐欺の被害防止対策の推進について伺います。主要施策成果説明

書９７ページにありますが、部局審査での説明において、平成２８年中の県内に

おける電話詐欺被害は認知件数が７９件、被害総額は２億３１３万円と、被害額

が４年連続で２億円を超えているということでした。電話詐欺についてはさまざ

まな手口があると承知していますが、手口別の被害の内訳と、本年の電話詐欺被

害の発生状況についてお伺いします。  
 
矢崎生活安全部参事官 平成２８年中に発生した電話詐欺における主な手口別被害につきまして

は、還付金詐欺３１件、被害額約３ ,８９７万円、オレオレ詐欺２３件、被害額
約４ ,９７０万円、架空請求詐欺１９件、被害額約４ ,７２３万円、融資保証金詐
欺１件、被害額２万５ ,０００円となっております。また、本年１０月末現在の
電話詐欺の被害発生状況は、認知件数５１件、前年度同期比マイナス１６件、被

害総額約９ ,１０１万円、前年度同期マイナス約３，５４９万円と、認知件数、
被害総額とも前年度同期比を下回っております。  

 
猪股委員   主要施策成果説明書では、平成２８年中の被害阻止件数が１１４件、金額を見

ると被害額を上回る２億２ ,４７３万円が被害から免れているということはわか
りましたが、このような被害阻止の成果が上がったのは、金融機関などと連携し

た水際対策の強化に取り組んだ結果だと考えます。このことについて報道等によ

り聞いてはいますが、具体的に金融関係とどのような連携を図り、水際対策を推

進しているのか、その辺を伺います。  
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矢崎生活安全部参事官 平成２８年中は電話詐欺被害のうち、市役所などを語り、保険料や税金

の還付金名目でだまし取る還付金詐欺被害が３１件であり、前年度と比べプラス

８件と急増しておりました。この被害防止対策として、県内に本店を有する５つ

の金融機関との連携を強化し、昨年９月から本年３月末までの間、還付金詐欺防

止対策に関する会議を重ね、本年３月１５日から６月１日までの間に、ある一定

の年齢で、かつ一定の期間、ＡＴＭによる振り込みを行っていない預金者を対象

に、キャッシュカードによる銀行振り込み限度額をゼロ円等に引き下げる取り組

みを順次開始していただきました。この結果、本年５月以降、還付金詐欺の認知

はなく、本年１０月末現在５件と、前年度同期比マイナス２３件と大きく減少し

ています。  
  このほか、金融機関の職員を対象にした電話詐欺に関する教養や訓練も行って

おり、また、警察官が金融機関に直接赴き、被害防止に当たる電話詐欺サポート

隊、通称ＳＫＥＴについても金融機関職員との連携が図られ、水際阻止の効果を

発揮しております。  
 
猪股委員   わかりました。部局審査の説明では、平成２８年度中の電話詐欺の被害者は６

５歳以上の高齢者が全体の約８割を占めているとのことであり、引き続き高齢者

に対する被害防止対策が重要と考えますが、具体的どのような取り組みをしてい

くのか、伺います。  
 
矢崎生活安全部参事官 電話詐欺の被害者は高齢者が多いことから、県警察としては、「風邪を引

いた」「のどが腫れた」「電話番号が変わった」は詐欺など、犯人の犯行手口をわ

かりやすく簡潔に紹介するとともに、文字サイズや色使いに配慮した防犯チラシ

の作成、公共機関や各種集会におけるＤＶＤ上映、高齢者の集会などでの出前型

防犯教室の開催や寸劇の披露、ひとり暮らしの高齢者に対する巡回防犯指導など、

高齢者に重点指向した対策を進めております。 
  さらに、家族への対策も重要であることから、防犯講話や高齢者宅の個別訪問

における高齢者とその家族への防犯指導として、家族内の合い言葉の取決めや、

電話番号通知サービスの利用、非通知、着信拒否設定等について助言するなど、

きめ細やかな対策を推進しております。  
 
猪股委員   わかりました。  
 
       （組織犯罪対策費の執行残について）  
  次の質問に移ります。組織犯罪対策費の執行残について伺います。決算説明資

料、警６ページに、組織犯罪対策費の執行残として約１ ,７４２万円と記載があ
りますが、この内容と執行残となった理由について伺います。  

 
天野会計課長   初めに執行残の内容についてでありますが、組織犯罪対策費の執行残、約１ ,

７４０万円のうち、主なものについては、甲府市中心街と石和温泉街の暴力団排

除特別地域に整備いたしました街頭防犯カメラシステム整備事業の工事請負費

の執行残、約１ ,４２７万円、そのカメラシステムの回線使用料の執行残、約１
１１万円、また、暴力団立入禁止標章購入費等の執行残、約３１万円等でありま

す。  
  次に、このような執行残が生じた理由についてですが、街頭防犯カメラシステ

ムの工事請負費及び暴力団立入禁止標章購入費については契約差金であります。

また、街頭防犯カメラシステムの回線料については、運用開始時期がおくれたこ
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とにより、通信回線料の１部を執行しなかったものであります。  
 
猪股委員   次に、街頭防犯カメラシステムが既に稼働していると聞いていますが、実際に

どのような効果があらわれているのか、その辺について伺います。  
 
宮川刑事部参事官 街頭防犯カメラシステムの活用状況につきましては、設置から８カ月が経過

した本年１０月末現在で甲府市中心街において２３件、石和温泉街において１３

件の画像記録を閲覧提供いたしまして、犯行状況の確認、裏づけ捜査に活用いた

しました。主な活用事例につきましては、県警ホームページで公表しているとこ

ろであります。  
  また、本年５月と６月には暴力団排除特別強化地域と、その周辺に対して暴排

ローラーを行い、アンケート調査も実施いたしました。回答を得られた２４１店

舗のうち、カメラ設置から短期間であるにもかかわらず、約６割の店舗が街頭防

犯カメラの効果があると回答したことから、改正暴排条例施行に伴う各種取り組

みに一定の成果があったものと認識しているところであります。今後も定期的に

暴排ローラーを実施いたしまして、暴排意識のさらなる醸成や事件の掘り起こし

などに一層努めてまいりたいと考えております。  
 
猪股委員   わかりました。  
  次に、昨年２月に抗争が終結したことにより、現在の当県における暴力団情勢

は、発砲事件もなく、安全・安心が保たれておりますが、県警察として今後どの

ように取り組んでいくのか、お伺いします。  
 
宮川刑事部参事官 対立抗争終結後の県内の暴力団情勢につきましては、発砲事件といった県民

を震撼させるような事件の発生はありませんが、全体の約８割を占めることにな

った稲川会組員がその勢力を背景に資金獲得活動を活発化させている状況であ

ります。また、全国的に激化しております六代目山口組と神戸山口組との抗争、

さらには神戸山口組における内部対立につきましては、現在、当県への波及はな

いものの、富士北麓地域に六代目山口組関係組織を把握しておりますので、県警

察といたしましては今後とも暴力団に対する取り締まり、警戒、情報収集をこれ

まで以上に強化してまいりたいと考えております。  
 
猪股委員   最後になりますが、街頭防犯カメラは犯罪抑止効果が大きいと考えます。今後

も拡充していく予定があるのか、あわせてその辺を伺います。  
 
宮川刑事部参事官 今回、設置いたしましたカメラは、改正暴排条例により一層実効性のあるも

のにするための整備事業として、同条例において指定する暴力団排除特別強化地

域内に整備したものでありまして、県警察といたしましては、抗争が終結した現

況下におきましては、同地域へのカメラの増設は考えておりません。しかしなが

ら、街頭防犯カメラは、犯罪を抑止する上で効果が極めて大きく、また、地域の

安全は自分たちで守るという意識を醸成させる点からも、犯罪の起きにくい社会

づくりに資するものと考えておりますので、今後も市町村、事業者、地域住民の

皆様に働きかけながら、引き続き、街頭防犯カメラの普及に向けて取り組んでま

いりたいと考えているところであります。  
 
       （電話詐欺（特殊詐欺）の被害防止対策の推進について）  
桜本委員   先ほどの電話詐欺（特殊詐欺）の被害防止対策の推進について、各市町村の防

災無線や行政放送を利用すれば、それほど経費がかさむものでもございません。
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定期的にそういった高齢者に対するアナウンスを、管内市町村と連携して実施し

て、細かく周知を図っていただくという方策もあると思いますが、いかがお考え

でしょうか。  
 
矢崎生活安全部参事官 委員の御指摘どおり、各自治体との連携につきましては、電話詐欺の被

害防止の大きな方策だと考えております。山梨県警におきましては、いわゆる前

兆の電話、アポ電というのですが、があった場合、必ず各自治体に防災無線の要

請を行いまして、各自治体に防災無線を流していただいております。今後とも各

警察署、また、本部等も中心になりまして、各自治体とさらなる連携を図って、

防災無線のほかいろいろな媒体を使って、電話詐欺の防止に努めていくこととし

ております。  
 

 

質 疑    リニア交通局・防災局・議会事務局関係 

 

（防災体制の充実・強化について） 

鈴木委員   主要施策成果説明書１１９ページ、決算説明資料、防３ページの県防災体制の

充実・強化についてお伺いします。まず、総合防災情報システムを平成２９年３

月に構築・運用とありますが、このシステムにはどのような機能があるのか、ま

ずお伺いします。  
 
小澤防災危機管理課長 総合防災情報システムでは、これまで電話やファックス等を主体として

行ってきた情報収集を、システムへ情報を登録することにより、インターネット

を経由し、関係機関と最新の情報をリアルタイムで共有できるとともに、速やか

に県民へ情報発信を行うことができます。今、御質問いただきました主な機能と

いたしましては、気象情報や市町村、防災関係機関が入力した被害情報が地図等

に表示できる機能、また、被害情報を時系列的に整理できまして、災害の一連の

流れを確認できる機能などがございます。また、市町村が発表した避難勧告等の

避難情報や避難所開設情報等について瞬時に報道機関へ情報提供できる機能や、

やまなし防災ポータルや防災ツイッター等に自動的に表示できるような機能が

ございます。  
 
鈴木委員   そのシステムの運用について、利用する職員についてはどのような訓練等を行

っているか、お伺いしたいと思います。  
 
小澤防災危機管理課長 本年３月の運用開始に向けて、２月に県防災局の関係職員のほか、シス

テムへの情報の登録を行う市町村や防災関係機関の職員に対して研修や入力訓

練等を実施いたしました。また、４月には県の災害対策本部の統括部の班員とな

っている職員に対し研修を行うとともに、９月１日の総合図上訓練において、シ

ステムを活用した訓練を実施したところでございます。このほか、本年度につき

ましては県土整備部やライフラインなど防災関係機関の職員に対しまして研修

や操作訓練を実施したところでございます。今後も市町村を巡回いたしまして、

改めて防災担当職員などを対象に研修を実施するとともに、操作の習熟を図るた

めの訓練を行っていきたいと考えております。 
 
鈴木委員   運用してから、訓練ではなく、実際に活用した例はありますか。  
 
小澤防災危機管理課長 ３月に運用開始をしたところでございますが、それ以降、８月の台風５
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号、１０月の台風２１号など、本県の付近を通過するような台風がございました

けれども、そのときに市町村の避難所の開設情報や避難勧告等の避難情報等につ

いて、システムを通じて報道機関へ提供したり、防災ポータル等による県民への

情報発信等を行ったりしたところでございます。そのほか、大雨警報などでの配

備のときにも、市町村や防災関係機関とシステムを使って情報共有等をしている

ところでございます。  
 
鈴木委員   １００％万全ではないと思うんだけど、実際に運用してみて、課題等が出たか

どうか、その辺もちょっとお聞きしたい。  
 
小澤防災危機管理課長 システムを３月以降稼働しているわけでございますけれども、先ほど申

し上げた台風のときや、９月１日の総合図上訓練で活用した場合等につきまして

いろいろな検証をしたところ、やはり個々の被害状況等について、どの情報が重

要かという重要度の入力の基準を明確にする必要があるということや、迅速な情

報入力や収集のためには、やはり日ごろからシステムになれておいてもらいたい

というような課題が明らかになったところでございます。  
 
鈴木委員   先ほど台風について話があったんだけど、災害にはいろいろあって、もっと大

きなものが想定される場合もあるんだけど、そういった場合でもシステムの運用

がしっかりできるよう、なお一層お力添えいただければと思う次第でございます。 
 
       （人材育成等による地域防災力の強化について）  

次に、主要施策成果説明書の１２１ページ、説明資料の防３ページの人材育成

等による地域防災力の強化についてお伺いしますが、まず初めに、消防職あるい

は団員等を対象とした啓発には、国庫委託金を活用したとのことですけれども、

どのような目的を持って実施したのかお伺いいたします。  
 
内藤消防保安課長 昨年度、消防職・団員等を対象に、啓発のために実施しました消防トップセ

ミナーには、消防庁の女性や若者をはじめとする消防団加入促進支援事業を活用

させていただきました。この国庫委託事業は、県、市町村が女性や若者など、幅

広い層の消防団への加入促進を図り、消防団の活性化により地域防災力を充実・

強化しようとする取り組みを支援するものでございます。消防トップセミナーは、

団長などの消防団幹部や市町村職員等を対象としまして、近年、地域を守る消防

団の活動において非常に重要な役割を担うことが期待されております女性の入

団促進の必要性について理解を深めていただくとともに、その具体的な取り組み

について学んでもらうことを目的として開催をしたところでございます。  
 
鈴木委員   最後になりますけれども、地域の防災力の強化について、人材の育成には継続

的な取り組みが必要と考えているところでございますけれども、今までどのよう

な事業を実施しているのか。また、その内容等を含めてどのようなものであるか

をお伺いします。  
 
内藤消防保安課長 防災力の強化を目的としました人材育成でございますが、これまでも女性や

若者を中心とした消防団への加入促進を図るために、セミナー等を実施してきた

ところでございます。昨年度に続き本年度につきましても、消防庁より同事業の

採択を受けまして、幅広い層の消防団への加入促進に積極的に取り組んでいると

ころでございます。今年７月にはヴァンフォーレ甲府試合会場におきまして、笛

吹市、丹波山村両消防団と共同してＰＲブースを設置いたしまして、入場ゲート
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での団員募集用啓発物品の配布や、競技場内の大型映像装置を利用した県内女性

消防団員等の活躍紹介などを行ったところでございます。  
  このほか、市町村における消防行事や消防団員の勧誘活動が活発化する冬の時

期にあわせまして、ショッピングモールにおいて、直接的かつ、より深く消防団

活動の魅力を伝えられるようにＰＲ活動を実施することとしております。今後に

つきましても地域防災力を強化するために、消防団員の確保について市町村と連

携をしながら積極的に取り組んでまいりたいと思っております。  
 
       （バス交通の利便性向上について）  
望月委員   私からはバス交通の利便性向上について幾つかお伺いをしたいと考えており

ます。御承知のとおり、バス交通というのは県内の観光客の周遊の円滑化を含め、

県民の足ということで、マイカーが普及しバス交通が非常に下向きになってきて

いる中、これからの山梨を考えたときに、このバス交通というのは非常に重要に

なってくるという観点と、あと当然、甲府駅は山梨の顔、玄関口だと思っており

ます。甲府駅南口のほうに、甲府駅と県内各地を結ぶバスの発着する場所があり、

そこにバスの交通案内表示システムが整備されたということで、部局審査のほう

でもお伺いしましたが、具体的な整備という部分をもう詳しくお聞かせいただけ

ればと思っております。 
 
若尾交通政策課長 甲府駅南口バスロータリーにあります６カ所のバス乗降所に、バスの運行情

報や接近情報、運行ルートを表示する案内表示板を整備し、２９年３月に運用を

開始したところでございます。また、バス運行情報を一括して表示し、バス利用

者を各乗降所に円滑に誘導するための総合案内表示板をバスターミナルの入り

口と総合案内所の中に整備いたしました。なお、この総合案内板につきましては、

埋蔵文化財の発掘調査による甲府駅南口改修工事の工期延長に伴い、予算を繰り

越して、平成２９年８月に運用を開始したところでございます。  
 
望月委員   その中に接近情報等をリアルタイムで多言語表示する案内表示機があるとい

うことですが、具体的にどのような言語が表示されているのかお聞かせください。 
 
若尾交通政策課長 ４カ国語の表示になります。日本語、英語、中国語、韓国語で表示をしてい

るところでございます。 
 
望月委員   私も見させていただいて、洗練されたデザインで、そして利便性が向上したと

感じたところでございます。その前にＩＣカード、スイカやパスモの導入とか、

また、山梨バスコンシェルジュといった部分で連動した形で、より県内のバス交

通ネットワークの利便性が向上している中で、非常に洗練された表示板がついて、

一歩進んだなという印象を受けているところでございます。この総合案内表示板

が設置されて３カ月、乗降所に案内表示板が設置されてから７カ月たっている中

で、県民の方や観光客の方が表示板にすごく印象を受けて、利用者の声がおそら

く聞こえてきているかと思いますが、利用者の反応はいかがなものでしょうか。 
 
若尾交通政策課長 利用者からは、乗りたいバスが今から来るのか、既に出発してしまったのか

がわかり便利になった、バスの現在位置が表示され、待ち時間のめどがつくので

安心して待つことができる、また、行き先だけでなく途中のバス停など運行ルー

トも表示されるので、どのバスに乗ったらいいのかがわかりやすい、といった声

が寄せられており、非常に好評でございます。 
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望月委員   いろいろと県のほうも事業をすすめていただきまして、バス交通の環境が、少

しずつ少しずつですが整備されて上向きになっているところでございます。しか

しながら、国全体を見通しましても、公共交通のあり方、バス交通は、県内の周

遊という部分も含め、非常に重要な位置づけになってくるということですが、利

用者が少ない。そして、例えば山間部のほうまでバスを走らせてくれと言うニー

ズと、コストの回収といった金銭的な部分との折り合いが非常に難しい状況です

が、県は利用促進に向けて今後どのように取り組んでいくのかをお聞かせいただ

けますでしょうか。  
 
若尾交通政策課長 昨年度末に策定いたしましたバス交通ネットワーク再生計画において、バス

路線の再編と利用促進を両輪にして取り組むこととしたところでございます。利

用者の拡大に向けましては、広く県民を対象としました公共交通フェスティバル

や、小学生を対象としたバスの乗り方教室などによりまして、バスに対する理解

を深めていただくとともに、今回、甲府駅南口のバス案内表示システムの整備な

どによりまして、バスが大変利用しやすくなっていることなどについて現状を理

解していただけるようＰＲに努めてまいります。  
  また、高齢者につきましては、市町村やバス事業者と連携した運賃割引制度な

どにより、これまでバスを利用してこなかった方々にも利用を促すとともに、高

校生などに対しましては、入学時のオリエンテーションなどでバス通学のメリッ

トや、実際に利用できるバス路線の情報などを記載したチラシをお配りしまして、

より多くの県民の皆様にバスを利用していただけるよう取り組んでまいります。 
 
望月委員   やまなし公共交通フェスティバルを開催して、県民にＰＲしているという部分。

また、利用運賃の割引制度ということで、もっともっとＰＲをして県民に浸透し

ていけば、必ずや便利な足として利用者がふえていくのではないかなと感じてお

ります。その辺の意気込みを最後、お聞かせください。  
 
若尾交通政策課長 今、委員から指摘のありましたとおり、そういう県民を広く対象としたイベ

ントの活用や、また、私どもが足しげくいろいろなところに出まして、そういう

ＰＲをさせていただきながら、利用促進に積極的に取り組んでいきたいと思いま

す。  
 
       （リニア中央新幹線建設推進事業費について）  
卯月副委員長   決算説明資料、リ３ページ、リニア中央新幹線建設推進事業費についてお伺い

をします。部局審査の際に、この事業の中で県民向け体験乗車を実施した旨の説

明がありました。現在、ＳＮＳ上でも体験乗車をされた方から、驚きであるとか

感動のつぶやきが多数投稿されておりますけれども、この県民向けの体験乗車の

人気は大変高いとも聞いておりますけれども、まず、昨年度の実施状況と、その

倍率についてお伺いします。  
 
深澤リニア推進課長 リニアの県民向けの試乗につきましては、大変県民の皆様から御好評をい

ただいているところでございます。平成２８年度の実施状況でございますけれど

も、７月の２８、２９日の夏休みの期間、１１月８日の秋の行楽シーズン、春休

みとなる３月２８日の計４日間、開催をさせていただきました。全体で２ ,８８
０人の試乗を行ったところでございます。  

  また、４日間のトータルの倍率ということでございますけれども、２７年度と

比べればかなり下回ってはいるのですけれども、それでも１５ .５倍という倍率
でございました。  
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卯月副委員長   わかりました。地権者や沿線住民を対象としたリニアの試乗については、８月

に行われました知事とＪＲ東海の柘植社長との会談において合意が得られて、１

０月に実施されたものと承知しております。リニア中央新幹線の整備を促進する

ためにも、この重要な理解活動の一環として、地権者等を対象としたリニアの試

乗は非常に意義のあるものと評価をしておりますけれども、今後もこのことにつ

いては実施していくのでしょうか。  
 
深澤リニア推進課長 地権者や沿線住民を対象としたリニアの試乗につきましては、これまで県

といたしましてもＪＲ東海に対し要望をしてきたところでございます。先ほどお

っしゃいましたとおり、本年８月に知事とＪＲ東海の柘植社長との会談において

合意がなされまして、ＪＲ東海が地権者向けの体験乗車を１０月１２日、１７日、

１９日の３日間ですが、実施をしたところでございます。結果、多くの地権者の

方々に乗車をしていただいたところでございますけれども、平日ということもあ

りまして、都合がつかないという方もいらっしゃいました。そういう中で、ＪＲ

東海との話の中では、来春以降も引き続き続けていくということで確認はとって

います。  
 
卯月副委員長   ２０２７年のリニア開業まであと１０年ということになりまして、今後さらに

リニア中央新幹線の整備を円滑に進めていくためには、実際に県民の皆さんにリ

ニアに乗っていただき理解をしていただくことが非常に重要であると考えます

けれども、リニア試乗に対する県の考え方についてお伺いします。  
 
深澤リニア推進課長 リニアの試乗につきましては、リニア中央新幹線の早期開業に向けた機運

醸成でありますとか、沿線住民の皆さん方に理解を深めていただくということで、

大変有効なものだと我々は考えております。ＪＲ東海に対しましては、より多く

の県民の方々にリニアに試乗していただけるように、引き続きそういった機会を

設けるよう要請をしていきたいと考えております。  
 
卯月副委員長   よろしくお願いしたいと思います。  
 
       （リニア中央新幹線地域活性化事業費について）  
  次に、同じリ３ページ、その下の行です。リニア中央新幹線地域活性化事業費

についてお伺いしたいと思います。これも部局審査の際に、事業の中でリニア見

学センターを活用した誘客促進や展示物の多言語化を実施した旨の説明があり

ましたけれども、まずその具体的な内容についてお伺いしたいと思います。  
 
深澤リニア推進課長 リニア見学センターへの誘客につきましては、さまざまな機会を捉えまし

てＰＲや売り込みを行っているところでございます。そういう中でのセンターの

取り組みといたしましては、まず全国で唯一、リニアが走行する姿を間近で見ら

れるという施設の強みを生かしまして、沿線都府県でありますとか、沿線の自治

体の協力を得る中で、やまなしリニアフェスを昨年８月に２日間実施したところ

でございます。そちらには３ ,６００名ほどの集客、入り込み客があったという
ことでございます。  

  また、外国人の観光客の受け入れ体制を強化するというところで、スマートフ

ォンやタブレット端末等を使いまして、見学センターにある展示物のナレーショ

ン、いわゆる解説をするようなところを、日本語はもちろんですけれども、英語、

中国語、韓国語といった多言語で表示できるようなシステムを導入したところで
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ございます。  
 
卯月副委員長   わかりました。リニアの見学センター、どきどきリニア館は平成２６年４月の

開館から約３年半で入館者が１００万人に達しまして、大変好調であるというこ

とは承知しております。また、大月インターから約１５分という立地条件もあっ

て、大型観光バスも頻繁に往来をしており、県外からの観光客も多数訪れている

ことと推察されます。このように見学センターは富士北麓東部地域の観光の拠点

としても重要な役割を担う施設でありまして、その効果を地域へ波及させていく

ことが重要だと考えております。そこで、多数の来館者でにぎわうこのリニア見

学センターを地域活性化につなげるために、どのような取り組みを行っているの

かお伺いしたいと思います。  
 
深澤リニア推進課長 リニア見学センターのどきどきリニア館でございますけれども、年間約３

０万人の来館者がございまして、うち９割が県外の方々でございます。そういっ

た状況の中で、見学センターのわくわくやまなし館で、例えば山梨の観光や物産

情報を紹介して、周遊観光を促すというような取り組みや、また、山梨のお土産

等の提供ということで、多数の観光客に本県の魅力を発信しているという状況で

ございます。  
  また、先ほど申しましたリニアフェスの中でも、沿線自治体がブースを構えま

して、それぞれその地域の魅力の発信をしておりますし、また、昨年１１月に見

学センターの近くに道の駅つるがオープンしましたが、そういったところと連携

を図りまして、周遊するスタンプラリーを実施しまして、それぞれの施設を積極

的にＰＲし、いろいろな情報発信をしているという状況でございます。  
 
卯月副委員長   今、お話がありました道の駅つるですが、見学センターのおかげで相当集客が

あって助かっているというか、なければ逆に厳しいのかなということでもありま

すけれども。２０２０年に開催されます東京オリンピック・パラリンピックまで

いよいよ３年を切りましたけれども、本県の地域活性化に向けて、今後一層の外

国人観光客の誘客が重要と考えます。リニアモーターカーは世界中が注目する夢

の乗り物といいますか、移動手段だと思います。そこで、東京オリンピック・パ

ラリンピック開催を見据えて、リニア見学センターへの外国人観光客の誘客に向

けて、今後どのように取り組んでいくのかも最後にお伺いしたいと思います。  
 
深澤リニア推進課長 外国人観光客の取り込みについてですが、先ほども申し上げましたとおり、

県で実施しました展示物の多言語化の整備といったものに加えまして、見学セン

ターの指定管理者は大変魅力のある情報発信をするということを県民に知って

いただいているのですが、そういった中で、ホームページやパンフレット、広報

用映像について多言語化を行ったところでございます。また、研修会等を通じま

して職員の外国人対応力の強化も図っているという状況でございます。さらに知

事がトップセールスで海外に行く際にも、見学センターのパンフレットを現地の

言語で作成して配布しましたし、インバウンドの商談会、ビジットジャパンを通

じ、世界各国の旅行会社へのＰＲや、ＮＨＫにいわゆる特集報道をしていただい

たのですが、そういったものを海外でさらに放送していただいたりと、さまざま

な機会を通じて情報発信をしているところでございます。  
  間近に迫った東京オリンピック・パラリンピックでございますけれども、今後

もさまざまな機会を捉えまして、全世界で唯一、超電導リニアの走行を間近で見

られる施設である見学センターを我々としても引き続き情報発信していく考え

でございます。  
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       （交通安全推進費について）  
山田（七）委員   交通安全推進費、決算報告書１２０ページ、主要施策成果説明書の１２７ペー

ジ、説明資料のリ３ページについて伺います。先ほど望月委員もおっしゃってお

りましたけれども、ふえてくる観光客をいかに県内各地にくまなく周遊させるか、

また、高齢者の免許の自主返納や、買い物弱者の足としてのバス交通ネットワー

クの充実というのはとても重要なことで、ぜひともしっかりと進めていきたいと

思うのですけれども、バス利用人員がピークである昭和３９年と比較しますと、

７分の１まで減少しているという現実があるわけでございます。当然、マイカー

の普及や人口減少などが要因だと思うのですけれども、バス交通の利便性、利用

性の悪さというのがやはり最大の原因だと私は思うのですけれども、その辺につ

いて県はどのようなお考えなのかお伺いいたします。  
 
若尾交通政策課長 先ほど委員からもお話がありましたとおり、本県の人口当たりの自動車の保

有台数は全国トップレベルでございます。通勤通学に自家用車を利用する方が急

増してきたこと、また、少子化の進展により、中学生や高校生が減少してきたこ

とから、利用が大幅に減少しました。この結果、バス事業者の赤字を拡大し、バ

ス事業者は経営を維持するために路線を廃止したり、便数を減少させたりして、

それによりさらに利便性が悪化して、さらなる利用者の減少を招いていくと、そ

のようなことの繰り返しが原因だったと考えられます。  
 
山田（七）委員   バス路線対策費として１億４ ,４９３万７ ,０００円、また、総合交通構想対策

費として１ ,４４５万５ ,０００円の予算が執行されております。結構大きな金額
が使われている割には、バスの利用者の減少に歯どめがかかっていないと思うの

ですが、実際問題、有効的にこの予算が執行されているのかどうなのか、具体的

な取り組みとあわせて説明をお願いいたします。  
 
若尾交通政策課長 具体的な取り組みの内容でございますけれども、まずバス路線対策費では、

広域的、幹線的なバス路線を維持するために、国補の対象となるバス事業者が運

行する赤字路線や、国補の対象から外れ、市町村が支援することとした路線、ま

た、バス事業者による運行が廃止され、市町村が代替し自主運営することとした

路線、計８２路線につきまして、３つの補助事業により、合計１億１ ,５６６万
円余りを支出したところでございます。これによりまして、本来は赤字で運行が

続けられない路線の維持につなげたというところでございます。  
  また、同じくこのバス路線対策費の中で、バスを利用しやすい環境を整備する

ために、バス事業者が行う甲府駅南口ロータリーの案内表示システムの整備に２ ,
９００万円を助成いたしました。この表示板につきましては、おおむね利用者か

ら好評を得ている状況でございます。  
  次に、総合交通構想対策費でございますけれども、この中でバス交通ネットワ

ーク再生計画策定費１ ,３３６万円余を執行しました。具体的には再生計画の策
定の基礎となります通勤、通学、買い物、通院などの移動ニーズを把握する調査

をいたしまして、こういうものを活用する中で、再生計画を３月末に策定したと

ころでございます。それに基づき再編を進めていきたいと考えているところでご

ざいます。  
 
山田（七）委員   観光客の誘致、周遊観光の推進、高齢化社会における高齢者の皆様方の買い物

や移動手段、また移住対策としても、都会のほうは公共交通がしっかりと整備さ

れているので、山梨に移住を勧めるのであれば、しっかりとした公共交通、バス
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交通ネットワークを整備する。また、バス交通利用者が多くなれば、当然、通勤

時の渋滞緩和にもつながっていきますし、最終的にはお金をかけて道路を広げな

くても済むので、バス交通を絶対に広げていっていただきたいと思うのですけれ

ども、これまでの取り組みを踏まえた中で、今後、増加が見込まれる観光客や、

また、免許を自主返納した高齢者の方々の利用の確保ということにどのように取

り組んでいくのか、最後にお伺いいたします。 
 
若尾交通政策課長 免許を返納した高齢者などの交通弱者、また、本県を訪れた観光客が公共交

通でスムーズに移動できる環境を確立するため、県内の主要拠点間を短時間で結

ぶ広域的路線と、地域の中をきめ細かく巡る地域内路線が接続し、円滑に乗りか

えができるよう、バス交通ネットワークの再編を今現在進めているところでござ

います。具体的な観光客への対応としましては、今後、観光客の動態調査を観光

部で行っておりますので、そのデータを活用する中で、観光客のニーズに対応で

きるような市町村内の地域内路線の再編を促したいと思っております。また、免

許返納高齢者などにつきましては、地域内のコミュニティーバスなどの公共交通

の対応はもちろんでございますけれども、それにあわせ、ＮＰＯや地域のボラン

ティアの協力を得て行う移動支援サービスなど、もう少し小さな単位での移動支

援も活用する中で、交通空白地帯の解消に努めてまいりたいと思っております。 
 
       （リニア中央新幹線の「見える化」などに向けた取り組みの推進について） 
小越委員   主要施策成果説明書２７ページ、リニア中央新幹線の「見える化」などに向け

た取り組みの推進についてお伺いいたします。これは、そういう「見える化」に

向けての定期的な会議等を設けているのかどうかまず伺います。  
 
深澤リニア推進課長 定期的な会議等は設けていません。打ち合わせといいますか、意見交換み

たいなものはやっておりますけれども、定期的なものはございません。  
 
小越委員   打ち合わせ、意見交換は昨年度、何回、いつ行われたんですか。  
 
深澤リニア推進課長 昨年は２回ほど意見交換をしたということでございます。たしか年度の初

めと年度末と記憶しております。  
 
小越委員   年度の初めと終わりだったら近いですね。３月と４月ということですね。参加

者は誰なんですか。沿線市町とＪＲ東海と県ということで、具体的にどういう方

なんでしょうか。  
 
深澤リニア推進課長 全てＪＲ東海、市町、県のいわゆる担当レベルでございます。  
 
小越委員   ＪＲ東海と沿線市町、甲府や南アルプス、その沿線のルートですね。実験線の

ある大月も含めてですか。それとも、これから営業線に向けて、甲府市、中央市、

南アルプス市、富士川町、早川町というところですか。  
 
深澤リニア推進課長 はい、そうでございます。そのとおりでございます。  
 
小越委員   ということは、これからの営業線に向けての、リニア中央新幹線「見える化」

に向けた取り組みと理解するのですけれども、意見交換会は誰が主催してやった

んですか。県が主催して、呼びかけてやったんですか。ＪＲ東海ですか。  
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深澤リニア推進課長 ＪＲ東海から投げかけられたこともございますし、県から話を投げたこと

もございます。  
 
小越委員   県からやったんですか、それともＪＲ東海から。どうしてそれはそちらのほう

からやったんですか。  
 
深澤リニア推進課長 なぜやったかということですけれども、アセスの段階でＪＲ東海が示した

環境対策に対していろいろな意見があるという中で、我々のほうとしても市町の

意見をお聞きしたいということで、意見交換という形で開催をさせていただきま

した。  
 
小越委員   県からやりたいと言ったことはないんですか。ＪＲ東海から言われてからやっ

たんですか。どっちですか。  
 
深澤リニア推進課長 県からも市町に対して、意見交換しましょうという話はもちろんしており

ます。  
 
小越委員   県からも言ったということですけれども、わざわざ主要成果説明書にこの言葉

が載っているわけです。住民の生活環境の保全に配慮した上で、景観との調和を

図るとともに、観光資源として活用するため、リニア中央新幹線の「見える化」

に向けた調整を行ったと。「見える化」に向けた関係団体、ＪＲ東海、沿線市町

との調整とあります。なぜ「見える化」を調整する必要があるんですか。  
 
深澤リニア推進課長 なぜ「見える化」を調整するかといいますと、先ほど申しましたとおり、

いろいろな声、例えば、観光振興につなげていきたいというような声もある中で、

あくまでも生活環境に配慮した上で、やはり本県を疾走するリニアの姿を観光客

の誘致など、観光資源につなげていきたいという考えのもとに立ってのことでご

ざいます。  
 
小越委員   具体的にどこの場所を「見える化」するということなんですか。「見える化」

というのは、中に乗っている人からではなく、リニアが通っているのを外から見

えるようにすることを目指しているのか。具体的にどこの場所というのはあるん

ですか。  
 
深澤リニア推進課長 先ほど申しましたとおり、ＪＲ東海がアセス時に想定ということで出した

ものはございますけれども、現在、決定をしているわけではございません。です

から、ここというのはまだ先でございますけれども、ＪＲ東海がそれに向けて準

備を進めている状況の中で、総合的にいろいろな意見を聞いているところでござ

います。  
 
小越委員   県はどういう立場でやっているんですか。営業線ですから、甲府からずっと向

こうですけど、ここは「見える化」したほうがいいという考えを持って提案して

いるんですか。どっちですか。  
 
深澤リニア推進課長 県の立場としては、もちろん先ほど申しましたとおり、賛否両論、いろい

ろな意見がございます。そういう中で先ほど来申しましたとおり、観光振興にも

つなげていきたいという考えは持っております。  
 



決算特別委員会(平成 29年 11月 16日総括審査)会議録 

- 31 - 

小越委員   観光振興につなげたいって、わざわざ今、言いましたよね。ということは「見

える化」を最優先すると。音のことは、去年もその前からも、ことしもですけれ

ども、すごく要望を出されております。住宅地を通るのかと。７０デシベルどう

するのかと。要望書が出されていますよね。直接県にも言っています。ＪＲ東海

にも言っている。私も議会でも質問しています。そのことよりも、なぜ景観の「見

える化」を優先するんですか。  
 
深澤リニア推進課長 優先しているというわけではございません。確かに生活環境はとても重要

なことだともちろん考えております。そういった中で、フードということだけで

はなくて、環境対策はいろいろと総合的にできるものでございます。そういった

ところを市町と話し合う中で、何がよいかということでＪＲ東海に要請していき

たいと考えております。 
 
小越委員   だったら沿線住民から要望が出されている騒音のことについて、意見交換のと

きに県から提案しなかったんですか。先ほど沿線市町とＪＲ東海と県で意見交換

していますと言いましたけれども、住民からこういう環境のことについて何とか

してくれって要望が出ている。ここにも一応書いてありますよね。環境、生活、

保全に配慮した上でって。この住民の要望についてＪＲ東海にこの意見交換会の

ときにどのように報告したんですか。で、どのような結果が得られたんですか。 
 
深澤リニア推進課長 ＪＲ東海では騒音対策として、いわゆる防音防災フードのほかに防音壁、

個別家屋対策というようなところを示して、総合的な対策をとると述べています。

そういった中で、我々としても、もちろん市町のほうからも住民がこういう状況

だということはお聞きしておりますけれども、そういったものを勘案する中で、

ＪＲ東海には生活環境の保全に努めるよう要請していきたいと考えております。 
 
小越委員   わざわざ主要施策成果説明書に載っているわけですよね。単なる電話でアポを

取った話じゃなくて、ここが主要な成果だと、「見える化」に向けてやったこと、

一番成果が上がっていることをわざわざ書いてあるわけです。ここの中に。それ

も観光のページで書いてあるんですよね。地域資源を最大限に生かす観光の推進

という項目の中にこれが入っている。リニア推進課とすれば、「見える化」して

観光資源とするためであって、住民の声を反映しているとは到底思えません。２

月議会のときに、当時のリニア交通局の佐藤局長が、県としての「見える化」と

いう、もう一つの景観面への配慮ということで答弁した経緯もございます。それ

はＪＲ東海にいったわけですよね。しかし、次のところですけれども、沿線の方

たちへの影響をできるだけ緩和しながら要請してまいりますと。これからやると。

やってないんですよ、このまま。これね、ひどいと思いますよ。住民の皆さんが

騒音何とかしてくれと言っているにもかかわらず、そのことはないがしろにして、

とにかく観光資源だ、とにかく見えるようにするんだと、それを県が主導してや

っているということは、私は住民にとってこれはゆゆしき事態だと思います。  
  体験乗車云々という地権者よりも、地権者の皆さんに、７０デシベルはどのぐ

らいの音なのか。６分おきに通るんですよ。それをみんなに聞いてもらったらど

うですか。いかがです？ 
 
深澤リニア推進課長 住民の生活環境を守ることは大変重要だと考えております。ただ、一方、

景観への配慮ですとか観光振興といったさまざまな考えもございます。市町と連

携をしまして適切な防音対策をＪＲ東海に要請していきたいと考えております。 
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小越委員   今の話を聞いていまして、住民の皆さんが聞いたら非常に怒ると思います。今

まで住民の皆さんがリニア局、それからＪＲ東海に防音何とかしてくれと言って

いるのに何もせずに、景観を優先してやっていたわけですよね。こんなことあり

得ませんよ、ほんとに。ひど過ぎると思います。主要成果としてそれも書いてし

まうというところに、この県の姿勢があらわれております。あまりに不当なこと

だと思いまして、私はここに強く反対いたします。  
 

 

 
以  上  

 
 
                        決算特別委員長  河西 敏郎  


